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第63回接続料の算定等に関する研究会 議事概要 

 

日時  令和４年 10 月 19 日（水）10:00～11:20 

場所  オンライン会議による開催 

出席者 （１）構成員 

辻 正次 座長、相田 仁 座長代理、酒井 善則 構成員、 

佐藤 治正 構成員、関口 博正 構成員、高橋 賢 構成員、 

西村 暢史 構成員、西村 真由美 構成員 

（以上８名） 

（２）オブザーバー 

東日本電信電話株式会社 飯塚 智  相互接続推進部 部長 

井上 暁彦 経営企画部 営業企画部門長 

西日本電信電話株式会社 田中 幸治 設備本部 相互接続推進部 部長 

多賀 一成 経営企画部 営業企画部門 

担当部長 

ＫＤＤＩ株式会社    関田 賢太郎 相互接続部長 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 相互

接続部 部長 

小林 一文 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 相互

接続部 ｱｸｾｽ相互接続課 課長 

南川 英之 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 相互

接続部 相互接続課 課長 

一般社団法人テレコムサービス協会 

山田 敏雅 ＦＶＮＯ委員会 委員長 

佐々木 太志 ＭＶＮＯ委員会 運営分科会主査 

三宅 義弘 ＭＶＮＯ委員会 運営分科会副主査 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

立石 聡明 副会長 

木村 孝  事務局長 
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一般社団法人ＩＰｏＥ協議会 

外山 勝保 副理事長 

中田 諭輔 事務局 

株式会社ＮＴＴドコモ  大橋 一登 経営企画部 料金企画室長 

下隅 尚志 経営企画部 接続推進室長 

 

(３）総務省 

竹村総合通信基盤局長、木村電気通信事業部長、近藤総務課長、 

飯村事業政策課長、片桐料金サービス課長、寺本料金サービス課企画官、 

前田料金サービス課課長補佐、永井料金サービス課課長補佐 

■議事概要 

 

■議事模様 

○ 卸協議の適正性の確保に係る制度整備に関するヒアリング 

【辻座長】  それでは、議事を開始いたしたいと思います。 

 本日の議題は、「卸協議の適正性の確保に係る制度整備に関するヒアリング」です。本件

は、前回第 62 回会合でお示しした検討項目案に基づき、各事業者からヒアリングを行うも

のです。 

 今回は、ＦＶＮＯ・ＭＶＮＯ等として、一般社団法人テレコムサービス協会のＦＶＮＯ

委員会、ＭＶＮＯ委員会、また一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会からご

説明いただき、意見交換を行いたいと思います。 

 また、今回から第七次報告書の取りまとめに向けて、具体的な議論に移りますので、そ

の他、本研究会で取り上げるべき事項等があれば、併せて各者からご説明いただき、意見

交換を行いたいと思います。 

 それでは、まずはＦＶＮＯ委員会よりご説明をお願いします。 

【テレコムサービス協会】  ＦＶＮＯ委員会の山田でございます。このような場をいた

だき、ありがとうございます。 

○ 卸協議の適正性の確保に係る制度整備に関するヒアリング 

・ テレコムサービス協会ＦＶＮＯ委員会、一般社団法人日本インターネットプロバ

イダー協会、テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会より、それぞれ資料63－１から

63－３までについて説明が行われた後、質疑が行われた。 
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 では、資料に沿ってご説明のほうさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 ではまず、１ページ目の省令整備等に係る検討事項の論点１．特定卸電気通信役務の範

囲に関する事項に関して、委員会で取りまとめた内容をご報告させていただきます。 

 黒ポツのほうは割愛させていただきまして、まとめた内容にいきますと、公正競争上の

影響が大きいことから、光サービス卸に加えて「ボトルネック性を有する第一種指定電気

通信役務設備を用いた卸役務」の全てを、特定卸役務の対象とすべきではないかという考

えでまとめております。 

 以下、表組みのところで、影響が少なくないもの、いわゆる大きいもの、次いで影響が

少ない、小さいものという形でまとめております。影響が大きいものに関しては、この間、

何度となく議論に出ております光回線のところに加えまして、ひかり電話の月額利用料、

通話料、この辺りに関してはあまり議論はなされていませんでしたが、影響が少なくない

ものとして取りまとめております。 

 また下段に、いわゆるオプション系として、無線ＬＡＮカードやフレッツ・テレビ、リ

モートサポートサービス等、この辺りに関しては、影響が少ない（小さい）ものという形

でまとめておりますが、コラボ事業者様によっては影響が少なくないかもしれないところ

もありますので、備考のところに記載させていただいております。 

 ２ページ目、論点２、提示される情報の範囲という部分でございますが、公正競争の観

点及び事業運営に影響が大きいことから、以下の情報を定例的かつ適切な時期に卸事業者

に開示をお願いしたいと思っております。 

 ２つありますが、まずは１点目、卸料金の内訳（接続料相当額、光サービス卸の運営に

係るコスト、卸先事業者の支援に係るコスト）、この辺りは以前より意見として述べさせて

いただいた内容でございます。 

 また、２点目です。卸料金の中長期的な金額水準と。この間、定めがないため、各社に

おいて事業計画算定においても苦慮している状況でございますので、金額水準の計画的な

部分というのを回答いただきたいと考えております。 

 次、３ページ目のところですが、論点３、正当な理由の範囲について委員会の中で意見

をまとめております。「特定卸電気通信役務の情報の提示」を拒むことができる「正当な理

由」については、卸元事業者の経営上、明らかな支障を及ぼすと合理的に説明できるもの

に限定すべきであると。単に経営上の秘密であることのみをもって形式上拒絶することは、
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正当な理由ではないのではないかとまとめております。 

 また、第 49 回、昨年の 11 月 12 日におけるＮＴＴ東西殿の意見に関しまして、取引先に

自らのサービス原価の開示が強制されることはあり得ないという考えが述べられておりま

すが、ＦＶＮＯ委員会といたしましては、記載のとおり、第一種指定電気通信設備を用い

たサービスの接続料相当額の開示を求めているのであって当然の主張と考えております。 

 次、４ページ目のところでございます。その他の検討事項の論点１．固定通信分野にお

ける卸参入後の協議の在り方について、光コラボ参入後、2021 年 11 月にＦＶＮＯ委員会

に加盟している事業者へアンケートを実施しており、下記の意見が出されております。 

 卸元事業者からの提案が中心で、卸元事業者から提案がなされた場合は、詳細条件が固

まった状態であるため、仕様や料金面での協議が難しい現状がございました。また、各社

及び団体協議等がなされることなく、料金の見直しもこの間、何度かさせていただいてお

りますが、「通知」という形で協議がされているという認識でございます。 

 また、２点目、定例的な運用等の協議の場がないということも認識しております。 

 ３点目、要望への対応を依頼いたしましたが、一旦回答といたしまして、卸元事業者か

ら、600 社を超える事業者とそれぞれ対応することは困難であるという回答を昨年の 11 月

にいただいております。ただし、これまでの接続料の算定に関する研究会やＦＶＮＯ委員

会の議論により、要望していた、卸先事業者への要望を反映する仕組みというものをこの

間依頼させていただいておりました。 

 これに関しまして、今月、10 月３日から、新たな仕組みをＮＴＴ東西殿のお力の下、開

始いたしております。また、紙での様式対応というところも一部議論がされておりました

が、システム化などもご対応いただき、コラボ事業者の運営に関わる円滑な進展が図られ

てきております。 

 さらなる協議の適正化及び、卸料金の透明性の担保のためにも、卸元事業者より以下に

ついて詳細な説明が必要ではないかと考えております。卸料金と接続料相当額との差額が、

卸料金に対してＮＴＴ東日本殿に関しては４割程度、西日本殿に関しては３割程度と、約

１割の差があります。その差分が卸料金に反映されていない理由が、この不透明な部分で

ございます。また、接続料相当額と卸料金の連動性について、より詳細な説明を要望した

いと考えております。 

 ５ページ目のところご説明させていただきます。論点３、指定卸役務の料金の低廉化・

提供条件の柔軟化等の進展状況についてです。 
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 光サービス卸の卸料金については、「接続料の算定等に関する研究会」及びＦＶＮＯ委員

会の議論により、2021 年度に値下げが行われております。ありがとうございます。しかし

ながら、これまでも各種意見のところは提起させていただいておりましたが、2015 年以降

値下げが続く接続料との一定の連動性が確保されるべきものと認識しておりますが、卸料

金と卸料金の原価に当たる接続料相当額の乖離が大きいのではないかと考えております。

今後も継続的に卸料金の値下げが行われることが必要ではないかというのが委員会の意見

のまとめでございます。 

 現状は、光コラボの卸料金については、接続料の改定が行われたとしても、それに合わ

せて改定がなされてない状況でございますので、接続料の改定のあった際には、卸料金の

値下げも検討すべきではないかと委員会のほうではまとめております。 

 卸協議の適正性の確保により、継続的に卸料金の低廉化・提供条件の柔軟化が進むこと

で、より市場の活性化促進及び利用者の利便性が図られるものではないかと考えておりま

す。 

 ＦＶＮＯ委員会からの説明は以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。質疑応答は、まとめて最後に行いたいと思いま

す。では、続きまして、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会からお願いい

たします。 

【ＪＡＩＰＡ】  一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会、立石です。よろ

しくお願いします。 

 それでは、資料 63－２に基づいてお話ししたいと思います。時間の関係から１ページ目、

２ページ目を飛ばしていただきまして、３ページ目になります。「光サービス卸料金引下げ

の実現を」ということで、前回の通常国会で改正された事業法の趣旨を踏まえて、施行前

ではございますが、ＮＴＴ東西殿の速やかな対処をお願いしたいと思います。 

 それから、当協会が昨年の 12 月３日、第 50 回研究会で発表しましたように、加入光フ

ァイバー接続料等の料金の値下げに比較して、卸料金の値下げの度合いが適正かを明確に

するために原価の検証が必要であると考えております。 

 続きまして、４ページ目、省令整備等に係る個別論点２．提示される情報の範囲（協議

の円滑化に資する事項）について、右側に当協会の考え方ということで、接続料自体は公

開されていることから、接続料相当額が卸先事業者に提示されることに問題があるとは考

えておりません。むしろそれを提示しないことで、円滑な議論の展開を妨げられているの
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ではないかという思いもあります。 

 そもそも事業者間の卸料金は適正原価に適正利潤を加えたものとされるべきであって、

事業者間の協議が整わず裁定の申請があった際には、総務省が当事者に算定根拠の提供を

求めた上で、最終的にそのような方針を基本として裁定されることになっています。事業

者間の協議においても、ＮＴＴ東西殿が自主的に算定根拠を示して協議に臨むことが望ま

しいと思います。 

 それから、ＮＴＴ東西殿は一般的な商慣習を理由に接続料金相当額の提示を拒んでおら

れますが、そもそも指定電気通信設備に関する協議においては、一般的な商慣習に委ねて

いては競争が進展しないということから事業法で特別な規律を設けているのであって、指

定設備卸も接続同様に料金の透明性を確保すべきだと思います。少なくとも、事業者やそ

の団体との協議において原価の提示を行うことは、事業者間の円滑な協議を進めて、ひい

ては競争の進展に資するものと考えられるのではないかと考えております。 

 続きまして、５ページ目、いわゆる通信系事業者と非通信系事業者コストの分離と提示

について、以前のＮＴＴ東西殿の資料にありました、非通信系のところに様々やっていら

っしゃるということですが、卸料金における接続料相当額以外の部分、より具体的には、

卸役務のオペレーションに係るシステムの開発及び運用に係るコストと卸役務の利用拡大

に係る営業費等及びそれらのための組織整備や人員増強、システム開発に係るコストの項

目及び金額が明確になるべきではないかと考えております。 

 また、通信系事業者と非通信系事業者では、卸先事業者のサポートに係る費用が大きく

異なると思いますので、共通部分も当然ありますが、ＮＴＴ東西殿が光卸サービスを開始

して以降、積極的に市場開拓されてきた非通信系事業者へのサポートに係るコストは、必

ずしも全ての卸先の通信事業者が必要としていないものも含まれていると思われます。 

 また、ＮＴＴ東西殿が本研究会 49 回にて、卸先として非通信系パートナーが全体の８割

に達するというデータを提示されておりますが、光サービス卸全体の利用者ないしは収益

における非通信系パートナーの割合を把握することも重要であることから、卸役務利用の

エンドユーザー契約全体に占める非通信系パートナーと通信系パートナーのそれぞれの割

合も研究会で示していただけたらと思います。事業者の割合だけでは実際の収益になって

いるところは分からないということです。 

 続きまして、６ページ目、先ほどの続きですが、一番右側にありますように、卸全体の

営業費用として計上するのではなくて、非通信系事業者のみに関わるものとして分離され
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るか、あるいは設備への帰属が認められる営業費や指定設備卸役務の提供の際に必要とな

る営業費とは言えないものとして、ＮＴＴ東西殿の戦略的投資に関わるものと見るべきで

はないかと考えております。 

 ７ページ目です。個別の論点３でありますが、正当な理由の範囲ということになります

が、特定卸役務の提供を拒める「正当な理由」については、当協会においては卸先事業者

が役務提供を拒まれる実態は把握していないため、接続協議の場合において電気通信事業

法第 32 条等に規定されている、接続の請求を拒める「正当な理由」と同様とすることで十

分ではないかと思います。 

 また一方、情報の提供を拒める正当な理由として許容されるものは、単に経営情報ない

しは営業上の秘密であるだけでは足りず、ＮＴＴ東西殿がその取引先や調達先との関係に

おいて契約上のＮＤＡに抵触するため開示できないもの、ただし正当な理由とするために

その条項の拡大をすることは許容されないと思いますが、外部からの調達原価に係るもの

等限定列挙にとどめるべきで、今だとホワイトリストとなっていますが、逆にブラックリ

ストの部分だけを出さないという方向にしてはどうかということでございます。 

 それから、ＮＴＴ東西殿の卸先、パートナーのＮＴＴ東西殿からの仕入れ値、それ自体

については、卸先ごとに仕入れ値が異なるならともかく、一律であるならば卸先及び卸先

事業者の団体に開示されても差し支えないと思われます。また、一般に開示するものでな

い以上、他の自己設置事業者等との間での競争上の不利益を被ることはないのではないか

と思われます。 

 続きまして、８ページ目、団体協議の在り方ですけれども、光卸についての団体協議に

ついて、光卸契約のＮＤＡ条項を根拠として今のところ、事業者団体や事業者同士での具

体的条件についての協議は拒まれております。 

 また、主務官庁に対しても直接事業者から報告する場合を除いて、第三者開示の書面に

よる同意が必要としていますが、その同意すべき内容について事業者とＮＴＴ東西殿との

間で調整中で、なかなか簡単に進まないと思われます。 

 また、ＮＴＴ東西殿と個々の卸先事業者単体では、交渉力や分析力において圧倒的な非

対称性があります。卸先事業者はまとまって団体として対応しない限り、なかなかまとも

な交渉を行うことができないと考えられます。 

 団体として交渉に臨めない現状では、団体協議を活用した光卸の適正性の検証はおろか、

事業者側から運用の改善提案すら行うことができません。また、研究会等に具体的な情報
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の提供も行うことができないという状況になっております。 

 また、団体とＮＴＴ東西殿との間で主務官庁以外に情報の開示はしないという包括的な

ＮＤＡを結び、さらに団体構成員中でＮＴＴ東西殿とＮＤＡを伴う契約を締結していない

会員については、団体と当該会員との間で個別にＮＤＡまたは情報開示に関わる誓約書を

締結し、保護すべき秘匿情報については東西殿とＪＡＩＰＡの間で個別に指定し、同意は

不要とすれば足りるのではないかと考えております。 

 ９ページ目、網終端装置の輻輳とＮＤＡの問題ですが、ＮＴＴ東西殿が 2022 年４月６日

の本研究会第 56 回において、当協会が以前よりインターネット利用者の夜間などのピー

ク時における速度低下をもたらしている輻輳の要因として指摘してきた、ＰＰＰｏＥ方式

の網終端装置における帯域使用率について、東日本、西日本それぞれについて全体として

余裕があり、改善している状況の資料を提示されております。 

 しかしながら、当協会としては、東日本、西日本全体という大きな枠はともかく、一部

地域では網終端装置単体としては、時間帯によりやはり逼迫、輻輳している状況がいまだ

に続いていると把握しております。 

 本研究会の第六次報告書では「１セッション当たりのトラヒックが増加傾向にあること。

セッション数は増設基準を満たしていないにもかかわらず、トラヒックが逼迫・輻輳して

いること。」等のデータが本研究会に対し示されて初めて、議論・判断を行うことができる

とされております。 

 本件に係る当協会とＮＴＴ東西殿との協議において、ＮＴＴ東西殿よりそのためには同

社接続約款に規定する第三者開示の承諾を求める依頼と、それに対する承諾の手続が必要

だということでしたので、その準備を進めております。 

 一方、それが整わない場合は代替として、ＪＡＩＰＡ経由本研究会構成員と総務省に対

して非公開で、当協会はスルーする形として中身は見ないという形で、ＴＲＳのデータを

提示する場合はＮＴＴ東西の接続約款には抵触しない旨の確認をしていただければと存じ

ます。ただ、その一つ前の手続が必要と、ＮＴＴ東西殿との間で各個別の企業の非開示の

通知を行うだけでなく、承諾もないと駄目だということで、これは萎縮効果を生むのでは

ないかと考えております。 

 続きまして、10 ページ目はＮＤＡの条項の内容ですのでご参考までとします。 

 それから、先ほどのトラヒックが逼迫しているということについてのテクニカルな説明

が 11 ページ目になりますが、この図を簡単に説明しますと、今までインターフェースが１
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ギガの網終端装置、1,600 セッションまででずっと並べていたものを、これではトラヒッ

クが逼迫するからということで、新しく 10 ギガを各ＩＳＰが用意したら、その分だけ、当

然全体としては余裕ができるのですが、これは各お客さんのセッションが同様に張ってい

きます。 

 なので、10 ギガのところが例えば８割ぐらいまで来ると、１ギガのインターフェースに

回すとかではなく、これは順番に回っていくため、１ギガインターフェースに接続されて

いる人がいつまでたっても１ギガのところを使っているので、そのトラヒックそのものの

疎通は改善されないという現状になっています。１ギガのインターフェースも 10 ギガの

インターフェースも順番にぐるぐるぐるぐる回っていきますから、どうしても 10 ギガは

空きがちなので、たまたまインターフェース、10 ギガに接続した人はすごいスピードが出

るけれど、１ギガに接続したお客さんはいつまでたってもスピードは出ないと。 

 現状は、どう回避するかというと、この１ギガのインターフェースを全部やめて 10 ギガ

を契約する以外にＩＳＰには選択肢がなく、一部そうしているＩＳＰも出てきている状態

で、これの改善を何とかしていただきたいなと考えております。 

 続きまして 12 ページ目、今度は工事遅延の問題ですが、「現地調査（現調）」という単語

がＮＴＴ東西殿の内部用語と思われて、ＩＳＰとしては正直なところその定義は不明です

が、法人向け、戸建てタイプの工事についての事前の調査のことを指していると思われま

す。 

 光サービス卸でＩＳＰからＮＴＴ東西光コラボセンターにオーダーを送信し、「この日

の工事は無理でした。」とオーダーを差し戻されることがあります。その際の理由として

「現調要」と記載されていることが多々ございます。 

 一方、光サービス卸で一旦決まった工事日の２日前に、ＮＴＴ光支援センターから回線

の空きがなく、ＮＴＴ側の工事が必要だから工事ができないと電話で連絡があり、工事直

前のキャンセルにより卸先事業者とその利用者の間でトラブルになった例も少なくありま

せん。 

 この問題について、ＪＡＩＰＡは会員及び会員外の全国ＩＳＰ約 500 社に対して、７月

及び９月に実態調査を行いました。その結果、33 件の回答が寄せられましたので、その一

部をご紹介させていただきます。 

 現調の結果、回答のほとんどが２か月以内に回答されていることから、当協会とＮＴＴ

東西の団体協議においては、ＮＴＴ東西殿で特にこれを問題とする認識がされてないとい
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う感じがしました。しかし、実際の工事はそこからさらに２か月かかることから、申込み

開通まで実質４か月かかることは珍しくなく、利用者視点、特に法人では非常に大きな問

題になっております。特に法人のお客様が、例えばオフィスを移転されるとか新しく新規

に開始されたところで、既に開始日はこの日と決まっていて、２日前にキャンセルされる

と、そこから電話がかからないという状況が起こりますので、これは各地で非常に大きな

問題になっていて、どこか特定のところではなく全国的に広がっているようです。 

 13 ページ目、そのアンケート結果で、課題を感じているのが約７割という結果になって

おります。 

 14 ページ目、「現地調査の申込から実施までの所要日数の最大値／最頻値」ということ

で、一番多いのが緑色の 30.4％で１か月から２か月、２か月から３か月が 21.7％というこ

とで、そう簡単には接続できない、工事をやっていただけないということが分かっていた

だけると思います。 

 現地調査実施から結果連絡までの所要日数についても、これは７日以内で収まっている

ところが多いですが、最頻値が大体このような感じになっていると見ていただければと思

います。 

 15 ページ目、ＮＴＴ東西による現地調査実施まで日数がかかる、遅滞する状況について、

受託事業者からの理由の説明の有無、あればその理由ということで、いくつかだけ紹介し

ますが、光エリアが拡大しており、開通作業の人員不足が起きていることは事実なので、

これはやむを得ないと思っていますが、ＮＴＴ東西本体の机上調査が雑で実際の開通工事

に空きの芯線がないため開通ＮＧとなっていることや、交換局側のＯＬＴパッケージが遠

距離用ではなく受光が足りずに開通ＮＧとなるなど、本来いくらでも回避できる問題が頻

発していると。 

 それから、これも同じようなことですが、即決判断の精度の部分と、現調の曖昧な定義

の部分が問題で、工事日決定後の工事日の直前になって調査要の連絡があまりにも多く、

現状の判定制度の状況から、即決であっても要注意情報等がある案件だけでも事前の調査、

設備確認・現調を実施するべき内容になっています。 

 それから、当日キャンセルになることや、明確な理由が教えてもらえずに処理待ちの一

点張りということが多く、現調が必要なのかどうか、調査を行った後にもう１回やり直し

ということが多いので、やはり精度が低いのではないかと感じております。 

 16 ページ目です。当協会が考えるＦＴＴＨ工事の遅れと問題点の解決策ということで、
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問題点１番、申込みから完了までにかかった期間が統計的に把握できていないために、エ

ンドユーザーに改善の効果が目に見えてないと。 

 ２番目、関係者が多く、一元的な状況が把握されていないために、ユーザーに対する適

宜情報の提供ができていないということで、これがＩＳＰに対するクレームにもかなりな

っています。 

 それから、一部設備が不足しているため、かつ不足していることが分かっていないため

に、実質的にエリアとして新規提供ができない例が多数あると、先ほどのアンケート結果

等からも見えてきています。 

 その解決策として、これは我々が思う解決策ですが、①については、総務省からＮＴＴ

東西に対して求める目標の中に、最終的な工事完了までの目標を入れる。今は、遅れてい

るか遅れてないかということの統計等ですが、実際どれぐらいかかっているかということ

も含めて、最終的な工事日の完了目標を入れていただきたいです。 

 ②については、卸について特に問題があるようですが、一元的に工事の状況を把握でき

る組織をＮＴＴ東西の中につくるということしか解決策がないのではないかと。 

 ③については、一旦提供エリアとして拡大したところも、設備不足により申込みから３

か月以上提供ができない地域等がありますので、設備が充当されるまでは即時提供できな

いことを申込み時点で明確にするほうがいいのではないかと考えております。 

 以上で日本インターネットプロバイダー協会からのご説明とさせていただきます。あり

がとうございました。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 では続きまして、ＭＶＮＯ委員会からご説明をお願いいたします。 

【テレコムサービス協会】  ＭＶＮＯ委員会の佐々木です。資料 63－３に基づきまして、

当委員会の意見をご説明いたします。 

 １ページ目ですが、こちらのスライドは過去に本研究会においても事業者プレゼンテー

ションの中で利用しているスライドですので、簡単にご説明をいたしますけれども、ＭＶ

ＮＯがＭＮＯ設備を利用する形態として接続・卸の２種類があるところ、公平性を重視し

厳格なルールにより運用されることが必要な接続と、イノベーションを促進する卸、これ

ら２つがバランスよく機能し、それぞれがＭＶＮＯの選択肢となることで、ＭＶＮＯにお

いてより柔軟で競争力のある事業展開が可能になると考えておりますが、特に接続が存在

しない、また、その接続による代替性が不十分である場合については、卸が非常に重要で
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あるということは議論のいとまがないことかと思っております。 

 それでは、２ページ目以降、個別の検討事項に関する当委員会の考え方をご説明します。 

 まず、２ページ目、特定卸電気通信役務の範囲について、当委員会がかねてから主張し

ておりますとおり、第二種指定設備を用いた卸役務については、原則として全てを特定卸

電気通信役務とすべきであると考えております。 

 特に、現行世代において、これまでも本研究会でご議論をいただき、接続による代替性

の議論等を通じて、昨年大きな料金の値下げを実現しましたモバイル音声卸については、

これが引き続きＭＶＮＯにとっても非常に重要な卸役務であるというのみにとどまらず、

昨年のような取組を今後も継続的に実施をしていくという観点から非常に重要なことであ

ると考えておりますので、モバイル音声卸に加えて、今後の世代の中でも公正競争上影響

が大きい、社会的にも今後重要なインフラになっていくことが期待されます５Ｇ（ＳＡ方

式）に係る卸役務、これらについては、特定卸電気通信役務とすることは必須ではないか

と考えております。また、加えて、この５Ｇ（ＳＡ方式）との技術的な連続性、こういっ

たことを鑑みますと、セルラーＬＰＷＡ、ローパワーワイドエリアと呼ばれるＩｏＴ向け

の通信ですけれども、こういったものに関する卸役務についても、これは特定卸電気通信

役務とすることが求められるのではないかと考えております。 

 他方、事業法の定める適正な競争環境に及ぼす影響が少ない役務について今後検討して

いくということになる場合につきましては、例えば以下の観点等を踏まえ、最小限度とす

ることが、競争環境の適正性確保の面で重要ではないかと考えております。 

 下に３つ挙げておりますけれども、①ＭＶＮＯが同種の役務を提供していない、もしく

は提供する意向がない、②ＭＮＯが役務提供していない、もしくは提供しているが役務の

加入者数が継続的に少ない、③ＭＮＯが役務提供の終了を予告している、もしくは終了を

予定している、こういった観点を踏まえ最小限度とすることが必要ではないかと考えてお

ります。 

 なお、この条件、今回３つ例示をさせていただきましたが、①、②の中で、役務を提供

していないという条件を記載しております。この役務を提供していないという条件につい

ては、参考情報となりますが、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関

するガイドライン」というガイドラインがありまして、このガイドラインの中でも、ＭＮ

Ｏは他の利用者やＭＶＮＯに提供していない条件でのサービスの提供、卸での提供をする

ところまでは義務づけられてはいないという記述もありますことから、こういった記載に
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一定程度の合理性はあるのではないかと考えて、今回このような条件を盛り込んでいるも

のとなります。 

 ただし、こういったガイドラインが一般的に現行世代のサービスについて規定をしてい

るということを踏まえますと、例えば、ＭＶＮＯが、今後提供が予定をされている５Ｇ（Ｓ

Ａ方式）の様々な通信サービス等の卸提供をお願いするに当たり、ＭＮＯ側が「当該サー

ビスについては、他の利用者やＭＶＮＯに役務提供しておらず、特定卸役務でもないため、

協議には応じません」ということがあっては、ＭＶＮＯによる将来の世代のサービスの適

正な利用というものが阻害をされるということにもつながりかねないと思っておりますの

で、特に、５Ｇ（ＳＡ方式）や今後登場してくるであろう将来のサービスについて、これ

ら役務提供していないので特定卸役務ではないという判断をすることについては、極めて

慎重で丁寧な議論が必要ではないかと考えていることを申し添えます。 

 続きまして、３ページ目、こちら、提示される情報の範囲となっておりますけれども、

特定卸電気通信役務に関しましては、料金の内訳、料金水準の納得性、これがＭＶＮＯの

事業判断においては極めて重要であることから、これらに関する、例えば接続料相当額で

あったり、回収が見込まれている費用項目であったり、こういった項目の提示を必須とす

ることが、協議の円滑化につながると考えています。 

 他方、新たに提供される役務については、イコールフッティングの観点から、ＭＶＮＯ

もＭＮＯと同時期にサービスが提供できるということが非常に重要と考えておりますが、

協議の端緒となり得る情報が遅滞なくＭＶＮＯに提供され、それによりＭＶＮＯが先手先

手で検討を進めていくこと、これが非常に重要であることからこういった内容をガイドラ

インに盛り込むことが望ましいのではないかとしまして、例えば、ＭＮＯが実装する機能

の全体像、提供開始時期、提供までの情報開示スケジュール等が協議の端緒となり得る情

報として非常に重要ではないかと考えております。 

 続きまして、４ページ目、特定卸役務の指定がなされた際に、これの提供を拒むことが

できる正当な理由及び情報の提示を拒むことができる正当な理由をどのように整理するか

でありますけれども、このうち１項目となります、役務の提供を拒むことができる正当な

理由としては、先般の会合の中で事務局資料でも挙げられておりました、電気通信事業法

第 32 条に規定されている接続の拒否事由を特定卸にも準用するという案につきましては、

当委員会として賛同します。 

 なお、関連規則として電気通信事業法施行規則 23 条に規定されている理由においては、



 -14-

表現上もちろん、接続を念頭に置いた記述であるところ、一と二があるのですが、一につ

いては、特定卸役務に係る料金の支払いを怠り、また怠るおそれがあること、二について

は、特定卸役務の提供に当たりＭＮＯとＭＶＮＯの電気通信設備の電気的接続が必要であ

る場合に限り適用されること、これらを明記すべきではないかと考えています。 

 また、この正当な理由を挙げて特定卸役務の提供をＭＮＯが拒絶する場合、ＭＮＯとＭ

ＶＮＯの以後の紛争をあらかじめ防止し、円滑な事業者間協議の深化を促進する観点から

は、拒絶に至った理由のうち具体的な根拠、例えば特定卸提供の際に許容される通信量の

範囲や閾値等、拒絶が合理的であるということをＭＶＮＯが判断できる情報をＭＶＮＯに

開示すべきこと、これはガイドラインに盛り込まれるべきかな、と考えております。 

 このような理由がＭＶＮＯに開示をされることにより、例えばこのような条件であれば

特定卸役務の提供が実現するのではないかという提案をＭＶＮＯ側がＭＮＯに対して出す

ことができるようになり、それによって、条件等を調整する形で卸協議が成立をするとい

ったことも期待をされることから、このような情報が非常に重要ではないかと考えており

ます。 

 最後に、２個目の事項となりますけれども、情報の提示を拒むことができる正当な理由

につきましては、一般的に卸協議に当たるＭＮＯとＭＶＮＯの間にはＮＤＡが事前に結ば

れているであろうことを前提とすれば、ＭＮＯの経営上、明らかな支障を及ぼすというこ

とが合理的に説明をできるというものに限定をすべきであって、単に経営上の秘密である

ということをもって形式上拒絶することについては、正当な理由としては認められるべき

ではないと考えております。 

 続きまして５ページ目、モバイル卸の標準的な料金、標準プランの料金の公表について

ですけれども、これら卸料金に係る標準プラン等が事前に公表されていれば、その接続の

卸と差異というものが見えてきますので、それを参考にすることで、より踏み込んだ卸交

渉の協議が可能になるのではないかと考えており、一部のＭＮＯから、第二種指定設備を

設置する全ての事業者の公表を前提にモバイル音声標準プランの料金を公表することを検

討するという旨が出されていることを踏まえまして、これらの卸料金の標準プランの料金

の早期開示の実現というものを要望するところであります。 

 なお、例えば今、ＭＶＮＯ委員会に加盟しているＭＶＮＯ事業者のみならず、新規参入

を希望するＭＶＮＯの事業予見性の早期確保の観点、あるいは卸料金や提供条件等の基本

的な情報、こういったものが本研究会等での検証プロセス等、政策の決定や評価のプロセ
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スにもプラスに影響するということが考えられますことから、標準的な料金については、

当委員会の利益のみならず一般的な利益としましても、一般に公表することが必要ではな

いかと考えています。 

 最後、６ページ目となりますけれども、卸料金の低廉化・提供条件の柔軟化等の進捗状

況につきまして、本年５月 11 日に開催されました、競争ルールの検証に関するワーキング

グループに提出しました当委員会資料から一部抜粋をしております。卸につきましては下

のグラフを見ていただければと思いますけれども、今回本研究会で議論いただきましたモ

バイル音声卸の議論に伴い、音声卸料金が大幅に値下げをされたことを踏まえて、料金プ

ラン等の変更を実現した事業者６社、料金プラン等の変更を検討している事業者１社とい

うことで、多くの事業者が音声通話料金の値下げ等を実施し、それについて市場でも大き

な反響があったということですので、本研究会におけるこういった議論がこのような結果

につながったということが見てとれるかと思っております。 

 卸協議の継続的な適正性の確保により、今後も低廉化・提供条件の柔軟化、こういった

ことが進んでいくことが重要ではないかと考えております。 

 当委員会からの発表は以上となります。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、予定されていました３団体のプレゼンテーションが終わりましたので、提示

されました論点の考え方について、それぞれ構成員の皆様方のご質問がございましたら、

チャットまたはご発言にてお願いいたします。それではどうぞ、お願いいたします。 

 それでは、酒井構成員お願いいたします。 

【酒井構成員】  資料 63－２の５ページ、６ページ目あたりで、前から通信系事業者と

非通信系事業者では違うのではないか、その辺を明確にしてくれという話が出ているので

すが、例えば戦略的なものをどう負担するかという話は別として、最終的には、オペレー

ションコストやサポートに係るコストをメニュー化するというか、あるメニューでは、Ｍ

ＮＯ、ＮＴＴ東西は一切電話の質問にも応じないというメニューがあったり、あるＭＮＯ

では何日以内に応じたりであるとか、そういう形のメニュー化を希望すると考えてよろし

いのでしょうか。 

【辻座長】  それでは、お答え願えますでしょうか。 

【ＪＡＩＰＡ】  立石です。メニュー化というよりは、その原価に係る卸のコストの開

示で十分で、最終的には、今、先生におっしゃっていただいたようなメニュー化になるか
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もしれないですが、現状だと両方が一緒になった状態で、原価というか卸の金額になって

いるということなので、そこでまず検討し、さらにメニュー化できて、そちらをさらに安

くできるというのであれば、一切応じるか応じないか、細かいことは別として、特にサポ

ートが必要ないところにとっては、確かにそれは喜ばしい話だとは思いますが、そこまで

行く前に、まずその差がどれぐらい出るのかというのを知りたいというのが現状でありま

す。ありがとうございます。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。まずはその大体のことを把握して、今後

どうするかはそれから相談するという話でよろしいでしょうか。 

【ＪＡＩＰＡ】  そうです。メニュー化する、金額を変えるとして、どれぐらい違うの

か。あまり変わらなければ、それはそれで仕方がないかと思います。 

【辻座長】  分かりました。 

 ありがとうございました。大事な点で、どのような形で決着するかは別として、事実と

して、通信系、非通信系でどのような差異があるのか、これはやはり知っておく必要があ

るかと思います。ありがとうございました。 

 ほか、ございますか。まず、佐藤構成員からお願いします。その次は西村構成員にお願

いいたします。 

【佐藤構成員】  佐藤です。ありがとうございます。いくつか質問させていただきます。 

 一番始めの、資料 63-１の１ページ目に、幾つか対象となるサービスが出てきますが、

競争関係に及ぼす影響の大きなものとしてどういう基準で判断されているか、確認させて

ください。例えば金額が大きいとか、加入者数が多いとか、実際の市場で、競争でお客を

取り合っているサービス、商材であるということなのか、影響が大きいというときにどの

ようなことを考慮されているのか、教えていただければということです。 

 ２ページ目以降は、どういう情報が必要で何を開示させるかについて、様々書いてあり

ますが、やはり適正性や透明性、予見性が大事。４ページ目を見て振り返って思い出して

みると、やはり今まで協議の場がなかったとか、協議開始に際して回答いただけなかった

ということ。一番下に行くと、卸と接続の相当額でいうと、東西での差が大きいが、恐ら

くほとんど説明を受けてなかったと示されているので、この辺は今回きちんと、ある程度

説明が得られるよう情報提供を考えるべきと思っています。 

 また、資料 63－２のところでは、これも同じように４ページ目で、一般の商習慣だから

情報が今まで出されないということでしたが、それでは困るということです。モバイルの
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ところでも経営上の秘密で出せないと断られてきた話があったので、今回はやはりきちん

と、情報が出せないとはどういう理由で出せないのか、必要な情報はできるだけ出せるよ

うにすべきということで議論し、卸元事業者さんから説明いただかなければいけないと思

っています。 

 質問は、４ページ目の右に裁定の方針が示されていますが、裁定に持ち込んだ場合には、

適正原価、適正利潤を基に算定根拠をきちんと総務省のほうで確認する、ということだと

思います。これは総務省に一応確認しますが、「接続等」と書いてあるのは卸にも考え方と

しては適用されるもので、固定もモバイル、裁定に持ち込まれれば、卸に関しても基本的

な考え方はここで示されたものだという理解で良いでしょうか。総務省への質問になりま

す。 

 また、ＪＡＩＰＡさんの資料 63－２で、団体協議でＮＤＡの問題があるというのはずっ

と以前から、何年もかけて議論している割には整理ができてない、進んでないということ。

一つ確認したいのは 11 ページの数値例です。以前の会議で、ＮＴＴ東西からもデータが出

たのでＪＡＩＰＡさんのほうからもきちんと、輻輳に関する個別のデータ出してください

とお願いしたのですが、ここの理解では、今のところ、個別の企業のデータは出すのが相

当難しい、ＮＴＴ東西の了解が得られない状況にあるということなのか、あるいはかなり

進んで、もうすぐ出せる状況にあるのか、その辺について、非常に大事なデータなので、

どういう状況になっているか教えていただければと思います。 

 以上です。 

【辻座長】  ご質問であった、ＪＡＩＰＡ様の資料 63－２、11 ページの図について、こ

れの対応を、まずお答え願えますでしょうか。 

【ＪＡＩＰＡ】  ＪＡＩＰＡ、立石です。個別に出せるかというところ、先ほどのＴＲ

Ｓと混同しているところがありまして、一つはＮＴＴ東西殿の了解を待って出す部分と、

トラヒックの部分に関しては、ＴＲＳでなくて、ＩＳＰ側のデータはすぐ出せるのですが、

その２つがあります。１つ目のＮＴＴ東西殿との交渉は今やっている最中で、個別の企業

の中でどれくらい進んでいるか分からないのですが、一応交渉を始めているということは

聞いていて、見通しが明るいのか暗いのかははっきりしないですが、暗いというふうには

聞いていませんので、恐らく出せるようにはなるだろうと思います。ただ、そこまで交渉

できるＩＳＰの数があるかというとなかなかで、この資料を出しますよ、ということをＮ

ＴＴ東西殿に言ってＪＡＩＰＡ側にも提示するということなので、結構ハードルは高いか
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なと。特に精神的ハードルは高いかなと思います。 

 ２つ目、前回そのトラヒックデータを出させていただいた企業に関しては、かなり無理

を言って出していただいていますので、こちらのトラヒックデータとして特にＮＴＴ東西

殿の許可をもらわなくても出せる部分というのはあるのですが、それに関してもやはり、

以前の研究会の中でもお話しさせていただいたのですが、どこが出したのかという犯人探

しが始まるということで、これはＮＴＴ東日本の飯塚さんの人間性を信頼していますので、

私自身は問題ないと思っているのですが、いざ出す側となってはなかなか厳しいのかなと

いうことで、最終的には２つの話を一つにして、特にＮＴＴ東西殿の許可がなくても、少

なくとも総務省さん、本研究会には、例えば非公開であっても出せるという状況にならな

いと難しいかなと感じております。 

 以上です。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 もう一点、接続に関する裁定が卸では適用できるかということについて、総務省お願い

いたします。 

【永井料金サービス課課長補佐】  事務局の料金サービス課、永井でございます。その

点お答えいたします。 

 こちら、「接続等に関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針」というものが、平成 30

年の１月 16 日付で公表されておりますが、そちらの中に記載がございまして、卸電気通信

役務の提供についても、接続に準じて対応することとする、となっております。したがっ

て、ご質問の答えといたしましては、卸に関しても接続に準じて対応するということで整

備されてございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。佐藤構成員、まだご質問がありましたでしょう

か。 

【佐藤構成員】  資料 63-１の１ページ目で、いろいろサービス名が出ていて競争関係

に影響を及ぼすものとしているのですが、卸先の事業者さんとしてはその判断基準がどの

ようなものであるべきと考えているのかというところです。 

 また、ＪＡＩＰＡさんが言われたことについて、私として理解できていないところもあ

りますが、おそらく小さな企業というのは大きな企業と様々な取引をしている中で、日本

の商習慣だと、色々なことを気にしないとならない状況があるように感じました。こうい

う議論の場では、そういう企業の関係性を気にするというか、不必要な配慮・遠慮をする
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必要はなく、きちんと議論を通じて必要なデータが示されるような環境をつくっていきた

いと思っています。 

 質問という意味では一番初めの、１ページ目の判断基準について、どのようなものがあ

るのか教えていただきたいという、ＦＶＮＯ委員会への質問があったと思います。お願い

します。 

【辻座長】  それでは、ＦＶＮＯ委員会の方、１ページ目の合理的な判断基準等々をお

教え願えますでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  ＦＶＮＯ委員会、山田でございます。佐藤先生、ご質問あ

りがとうございます。 

 判断基準のところでございますが、もちろんユーザー数であったり価格帯のところとい

うのが大きな部分ではございますが、各事業者様によって、サービスの展開の仕方であっ

たりマーケットの属性によって異なるところがありますが、大枠でいきますとやはり、光

回線のところと電話のところのユーザー数や価格帯というところが一つ判断基準になるか

と考えております。 

 佐藤先生から、２つ目もご質問というかコメントという形で受けておりますので、ここ

は今後も継続的な協議ができればと考えております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

【佐藤構成員】  ありがとうございます。２つ目はコメントに近かったですが、４ペー

ジ目の価格差がいろいろある中で、今の状況ではきちんと説明を受けてないので、何とか

適正性について説明、理解できるような形の情報提供が必要だということだと思いますの

で、主要な今回のテーマだと思っています。 

 以上です。ありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 では続きまして、西村構成員お願いいたします。その後、相田先生あるいは関口先生に

お願いしたいと思います。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。ＦＶＮＯ委員会様に１点質問、

ＪＡＩＰＡ様に１点質問、それから、ＭＶＮＯ委員会様に１点質問をさせていただければ

と思います。 

 ＦＶＮＯ委員会様に対しては、資料 63-１の３ページ目のところで、論点３、正当な理
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由の範囲ということで、今回は情報の開示に関してご説明いただきましたが、役務の提供

の場合に関する正当な理由について、こちらのほうでは確認ができないのですが、何かお

考え等、おまとめになった意見等ありましたらお教えいただければと思います。もしあり

ましたら、ほかのＪＡＩＰＡ様やＭＶＮＯ委員会様と同じかどうかというのも教えていた

だければと思います。 

 続きまして、ＪＡＩＰＡ様のほうには、論点１、特に特定卸電気通信役務の範囲につい

て、資料のほうで確認ができていないのですが、もし何かご意見等がまとまっておられる

のであればお教えいただければと思っております。 

 最後、ＭＶＮＯ委員会様については、論点１の特定卸役務の範囲に関してですが、特に

今回、強調されておられました、資料料 63-３の２ページ目の最後の①、②、③というよ

うなことですが、今後予定されているサービスということで特に、ＩｏＴの市場の拡大あ

るいは５ＧのＳＡ方式があったかと思うのですけれども、特に適正な競争関係というのが

今回は法文上も要求されておりますので、まだ提供されてないあるいは今後発展していく

であろうという判断基準を考えるときに、どういったものを事実として捉えれば適正な競

争関係に及ぼす影響というのを理解することができるのか、はかることができるのか、も

しお考えがあればお教えいただければと思います。 

 私からは以上になります。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは、最初、ＦＶＮＯ委員会様に聞かれま

したご質問にご回答願えますでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  ＦＶＮＯ委員会、山田でございます。西村様、ご質問あり

がとうございます。 

 ３ページ目のところでございますが、情報の開示を拒むことができる正当な理由という

ところに関して、同様な形をおそらくＪＡＩＰＡ殿のほうの資料にも、７ページ目に、記

載があると思いますが、ＮＴＴ東西殿からのご意見で、取引先自らのサービス原価の開示

が強制されることはあり得ないというようなご意見がございましたが、この辺りを少し透

明化していかなければ、この接続料に関する卸協議のところが進まないのではないかと思

っておりますので、開示を求めることがＦＶＮＯ委員会としては必要なことではないかと、

記載をさせていただいております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。次は、ＪＡＩＰＡ様に聞かれております論点１
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についてご説明をお願いしたいと思います。 

【ＪＡＩＰＡ】  その範囲ということでは、あまり意識してなかったのですが、現状で

はそのＦＴＴＨ接続サービスが役務の範囲で、ほかにもあるかもしれませんが、今々に関

しては、ＦＴＴＨ接続サービスを範囲とするべきと考えております。 

 以上です。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは最後に、ＭＶＮＯ委員会で予定されて

いるサービスについてのご質問がありましたが、お答え願えますでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  ありがとうございます。まず、これら５Ｇ（ＳＡ方式）、セ

ルラーＬＰＷＡ等、将来のサービスも一部入っておりますけれども、このようなサービス

については、今の段階で全く協議に入ることができないサービスではなく、既にＭＮＯが

一部提供開始をしているようなサービスでありまして、確かに将来のサービスではあるに

しても、現在これらの協議を進めるということが、近い将来の電気通信事業者間の競争関

係に密接につながっているもの、それだけの近い将来の話であるということを踏まえると、

実際にこれらのサービスが市場に出てきて初めて、例えば競争が発生してから、特定卸役

務として指定をするというのはいささか遅いのではないか、そういった観点から今回、特

定卸役務に、これら将来のサービスにおいても、適正な競争関係に及ぼす影響が少ないも

のとして定めるもの以外のものとして、入れていただきたいということが主張となります。 

 また、利用者の視点から見ても、役務というのは、今この瞬間に受けるというよりも１

回契約をすると一定期間受け続けるものという形になりますので、例えば５Ｇ（ＳＡ方式）

について全くＭＶＮＯが協議に入れていないといったような状況があったときに「そのよ

うな状況であれば今、ＭＶＮＯと契約するのはやめようかな」というような、今の競争に

も大きな影響を与えるということも考えられることから、こういった近い将来においても、

少し前方視的に検討すべきではないかと思っております。 

 以上です。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 最後の予定されているサービスにつきましては、また、いろいろ議論が出てくるかと思

います。 

 それでは続きまして、相田構成員、お願いいたします。 

【相田座長代理】  相田でございます。ＦＶＮＯ委員会様の資料 63－１の４ページ目の

３ポツ目、これは卸元事業者様からの回答なので、卸元事業者様に確認したほうがいいの
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かもしれないのですが、この読み方です。「600 社を超える事業者様とそれぞれ対応するこ

とは困難」ということで、実際に要望を寄せているのが 600 社あってそれに対応するのは

とても無理だというようにも読めますし、600 社ある卸先が個別に要望を寄せてくると、

とても耐え切れないので、それが最初の１社であっても要望には対応しないというように

も読めますし、おそらく現実はその中間だと思うのですが、その辺りＦＶＮＯ委員会様と

しては、どのようにこれを捉えていらっしゃるのかということと、これらを踏まえて、逆

にＪＡＩＰＡ様が提案していらっしゃるような団体交渉のようなものをやることを、ＦＶ

ＮＯ委員会様のほうで何かお考えあるのかどうかということについてご質問させていただ

ければと思います。 

 以上です。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは、ＦＶＮＯ委員会のご回答をお願いい

たします。 

【テレコムサービス協会】  ＦＶＮＯ委員会、山田でございます。相田様、ご質問あり

がとうございます。 

 この３ポツ目のところ、「600 社を超える事業者様とそれぞれ対応することは困難」と記

載させていただきましたが、こちらもちろん、各社様からいろいろなご意見いただいてお

りますが、率直にお伝えすると、一つ何か改善案をお伝えしても一事業者の意見、全てを

反映していくには、コンセンサスをＮＴＴ東西殿の中で取っていくのもなかなか大変な部

分もあるため、この間、やはり改善案が進まなかったという現状がございます。 

 ただ、下段のほうに記載ありますとおり、今月の 10 月３日から新たな仕組み、こういっ

た改善要望をまとめていただけるような仕組みをＮＴＴ東西殿のほうで構築いただいてお

りますので、この辺りは一歩進展していただいたのかと思っております。なので、過去は

なかなか事業者の声、改善案というところが難しく、ＮＴＴ東西殿のほうから、全ての事

業者の対応をすることは厳しいというようなものが一定の回答でございました。 

 ２点目の団体交渉等に関しまして、ＪＡＩＰＡ殿からのご意見もございましたが、ＦＶ

ＮＯ委員会としても、個社としてＮＴＴ東西殿のほうにご意見、改善依頼を出すのは、厳

しい部分もありますが、ＦＶＮＯ委員会の中で一定の意見を取りまとめさせていただいて、

反映いただけるような部分というのは、少しずつできつつありますので、こういった団体

交渉というのは継続的に続けていく必要があるのではないか考えております。 

 以上でございます。 
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【辻座長】  ありがとうございました。この 600 社等につきましては、次回、卸元事業

者のほうにお聞きすることになるかと思いますが、お考えはよく分かりました。 

 続きまして、関口構成員お願いいたします。 

【関口構成員】  関口でございます。ＦＶＮＯ委員会様に１点、それからＭＶＮＯ委員

会様に１点、それぞれご質問させていただきたいと思っております。 

 まず、ＦＶＮＯ委員会様の１ページ目のところで、電気通信事業の適正な競争関係に及

ぼす影響が少なくない、大きいというところに、ひかり電話及びひかり電話オフィスが、

月額利用料、通話料ともに黒丸がついているのですが、ここの影響が大きいという趣旨に

ついて少し説明を頂戴したいと思っております。 

 ひかり電話の場合には、ＰＳＴＮと違って局給電がないということから、別途バッテリ

ーを借りてもらわないといけないわけで、今まであまり規制の対象としては考えてこなか

ったということがあることと、それから、携帯の音声卸のような、10 年間値段が動かなか

ったというような大きな問題に比べると、ここも値段はあまり 500 円程度から下がらない

という問題があるかもしれませんが、携帯に比べると比較的その影響は小さいように考え

られるのですが、それらについて、この黒丸の趣旨をもう少しご説明をいただければ幸い

でございます。 

 ＭＶＮＯ委員会様のところで申し上げると、今までもほかの先生方から、５Ｇですとか、

セルラーＬＰＷＡの点について、特定電気通信役務とすべき理由について質問があったの

ですけれども、資料 63-３の３ページ目の下の紫の点のところ、ここも含めての議論だと

は思うのですが、特定電気通信役務に該当しないサービスで今後、ＭＶＮＯにとって非常

に大きな、事業展開上影響力を持ちそうな項目については、この特定電気通信役務という

のに該当しないサービスであっても、ＭＮＯに対してセーフハーバー・ルールは設けるこ

とは必ず必要だと思うのですけれども、将来の姿について、事前に事業予測が可能なよう

な、そのような予見性に資するような情報というのは積極的に提供していただくことが必

要だと思います。 

 ですから、先ほどＭＶＮＯ委員会様からのご回答にもありましたように、現状の特定電

気通信役務についての情報提供だけでは、将来の事業展開上必要な情報が得られないと思

っていますので、ここについては、セーフハーバーつきの情報提供をＭＮＯに、義務づけ

と言っていいのか分からないのだけども、ぜひご提供いただきたいと思っております。 

 その点、２ページ目の資料の一番下のところで、①、②、③とあるのですが、②のとこ
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ろ、これはシュリンクしていくようなサービスが念頭にあって指摘されたのかもしれない

のですが、このような、将来、この役務提供加入数は爆発的に伸びるかもしれないけれど

も、現状では継続的に少ないというようなサービスがあり得るということを考えると、②

は項目から外しても私はいいような印象を受けました。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは、２つ質問されましたが、まず、ＦＶ

ＮＯ委員会様に、ひかり電話についての月額利用等の黒丸のご説明というのをお願いでき

ますでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  ＦＶＮＯ委員会、山田でございます。関口様、ご質問あり

がとうございます。 

 １ページ目の、影響が少なくない、いわゆる大きいところのひかり電話に関するところ

でございますが、この間、あまりこの辺りは議論の対象ではなかったと思いますが、少し

ＦＶＮＯ委員会の中で議論が出た理由といたしまして、大きくマーケットのところによる

のですが、個人向けいわゆるマス向けマーケットというよりは法人向けのマーケットでい

くと、やはりひかり電話もしくはひかり電話オフィスの月額利用料、また通話料というと

ころが大きな収益を占める部分がありますので、影響範囲が大きいということで記載をさ

せていただいております。 

 どちらかというと、個人マーケットのところでいきますと、先ほど関口様おっしゃられ

ていましたが、携帯電話のところでご利用される方も多く、家庭内の固定電話というとこ

ろの利用が減っているような状況でございますので、そういった部分で、どちらかという

と法人寄りの方の意見の部分で影響範囲が少なくない、いわゆる大きいという形で黒丸の

ほうを表現させていただいております。 

 以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは、続きまして、ＭＶＮＯ委員会に、先

ほどもございましたけど、将来のサービスの展開についてご質問ありました。重ならない

ところでご回答お願いできますでしょうか。 

【テレコムサービス協会】  ＭＶＮＯ委員会、佐々木です。ご質問ありがとうございま

す。まず、１点目、右肩３ページ目になるかと思いますけれども、例えば、その新たに提

供される役務について、この協議の端緒となり得る情報として書かせていただいた情報以

外にも、ＭＮＯと同時期にＭＶＮＯも利用者にサービスが提供できるように、これはきち
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んと、我々としてもＭＮＯ様に対して情報の提供というのを求めていかなければならない

と思っておりますが、当然、協議の中という形になりますので、様々な情報を求めていく

としても、そこのケース・バイ・ケースという項目を除いていって、いわゆる必須として、

規律で定める情報としては、右肩３ページ目にあるような協議の端緒になり得るような情

報、こういったものをきっかけに様々な情報を引き出していくことができるようになるの

かなと考えておりますので、このような書き方をさせていただいたというものになってい

ます。 

 もう１点、ご質問というよりはご意見というふうにも聞かせていただきましたけれども、

右肩２ページ目、下の①、②、③と書かせていただいた、適正な競争環境に及ぼす影響が

少ない役務について今後検討する場合の観点という形になっていますけれども、ご指摘い

ただいたとおり、②にあります、もしくは提供しているが役務の加入者数が継続的に少な

いサービスであっても、例えば将来的に役務の加入者数が急増するということが何かしら

見込まれる、例えば市場の変化とか、技術の世代の進歩とか、近接する様々なＩｏＴ市場

とか端末市場とかの状況によって、ある段階でブレークをすることが見込まれるような、

そういったサービスというものもあり得るのかもしれません。 

 今のお話をお伺いしている中で、直ちにそういったものを思いつくことができないとい

うのは、事業者としては少し恥ずかしいところではあるのですけれども、そういったサー

ビスが含まれるということもあり得ると考えております。 

 どういう条件にするかということについて、今すぐにアイデアがある状況ではないです

けれども、この後の議論の中で、そういった観点も踏まえて最終的な、どのような役務が

この総務省令で定めて除外をされるべきなのか、逆に言うとその除外されなかったサービ

スについては基本的には全て特定卸役務になると考えておりますけれども、この総務省令

で定めるものというものがどのような範囲になるかということの議論に参加をさせていた

だければと思っています。 

 以上です。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 そのほか、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 ないようですので、改めて論点を述べていただきました。これまで議論が不十分であっ

たものに加えて、新しい論点もご指摘いただきました。その点を含めて、今後また検討し

ていきたいと思います。 
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 それでは、これをもちまして本日の会合とさせていただきます。 

 それでは、次回の会合につきまして、事務局からご説明ありますでしょうか。 

【前田料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日はご議論いただきまして

ありがとうございました。 

 次回会合の詳細につきましては、別途、事務局よりご連絡を差し上げますとともに、総

務省のホームページにて開催案内を掲載いたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、本日の議題は終了いたしましたので、第 63 回の会合を終

了したいと思います。どうも皆様、本日はありがとうございました。これで失礼いたしま

す。 

 

以上 


